
 

 

 

 

 

施設の所在地   ６７５－０１５０ 

        兵庫県加古郡播磨町南野添１丁目２３－７ 

事業開始年月日  平成２６年 ５月 １日 

設  置  者  公益社団法人 加古郡広域シルバー人材センター 

         （理事長  藤原 睦） 

管理者（施設長） 津村 道彦 

 

提供する保育サービス 

開 所 時 間  月曜日～金曜日 ９：００～１６：００ 

定   員    ５名 

利 用 料 金  幼児１名につき１時間６００円 

         ２人目から１名につき１時間３００円 

         １時間以降は３０分単位 

 

施 設 の 概 要 

建物の構造    鉄筋コンクリート造り  ２階建て 

設   備    保育室（２階）  ２６．４㎡ 

 

保 育 従 事 者 

保育士  2 名 

准看護師 1 名 

その他 シルバー会員  

 

当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）  

として、同法第５９条の２に基づき兵庫県への設置届出を義務付けられた施  

設です。                                  

＊設置届出先   兵庫県 （加古川健康福祉事務所）            

             （TEL 079-421-9296）              

幼児 安心ルーム 



就学前の幼児 (満 1歳から) をシルバー人材センターがお預かりします。 

次のような場合、お気軽にご相談ください。 

  

センターは、 次に掲げる内容により、臨時的・短期的に一時保育事業を行います。 

1利用者が、体調不良等で一時的に幼児の保育支援が必要となったとき。 

2利用者が、慶弔、看護、介護により緊急に幼児の保育支援が必要となったとき。 

3利用者が、通院、買い物、美容院、行事等へ出かけるため、一時的に幼児の保育支

援が必要になったとき。 

4幼児が伝染性疾患に罹っている場合、預かることはできません。 

 

(利用できる方) 

一時保育を利用できる利用者は、播磨町内に住所を有する方とします。 

 

(予約及び利用期間並びに時間等） 

1 幼児の一時保育の利用を希望される方は、利用を希望される前日の午前 9 時から

午前 11時 30分までに電話でセンターへ予約を行ってください。 

2 利用できる期間は、月曜日から金曜日の午前 9時から午後 4時までとします。 

3 土曜日・日曜日・祝日及び 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの間は利用できま

せん。 

 

(費用） 

1一時保育利用料金は、幼児 1名につき 1時間当たり 600円 (消費税込み)。なお、

1時間以内は 1時間分、1時間を超えて行う保育については、30分単位で清算させ

ていただきます。 

2利用者が複数の幼児の一時保育を希望される場合は、2人目からは 1名につき 1時

間当たり 300円 (消費税込み) 加算となります。 

 

問い合わせ先 

公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター 播磨町支部 

住 所：播磨町南野添一丁目 23番 7号  TEL 079-437-7386    FAX 079-437-4811 

 

託児所「幼児 安心ルーム」 

施設長 常務理事兼事務局長 津村道彦 


